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別添２ 

特記仕様書 

 
Ⅰ  業務概要 

 

１．業務名称 ：令和 3年度新宿御苑旧御凉亭修繕実施設計業務 

 

２．計画施設概要 

この修繕実施設計業務（以下「本業務」という。）の対象となる施設（以下「対象施設」とい

う。）の概要は以下のとおりとする。 

(1)施設名称  ：旧御凉亭 

(2)敷地の場所：新宿御苑 

(3)施設用途  ：東京都選定歴史的建造物 

（平成 31年国土交通省告示第 98 号 別添二 によらない特殊建築物） 

 

３．履行期間 ：契約締結日から令和４年１月３０日まで 

今年度に工事を行う実施設計（予定工事費約 13,000 千円を想定）について

は令和３年８月３１日までに完成させること。 

 

４．特記仕様書の適用 

(1)特記仕様書に記載された特記事項については、「・」に「○」印の付いたものを適用する。 

(2)表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを適用

する。 

(3)印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。 

 

５．設計与条件 

(1)敷地の条件 

ａ．敷地の面積 ：165,28 ㎡ 

ｂ．用途地域及び地区の指定 ：第一種中高層住居専用地域 

(2)施設の条件 

ａ. 施設の延べ面積（国有財産法(昭和 23 年法律第 73号)に基づく計画面積） 

旧御凉亭：165.28 ㎡ 

ｂ. 主要構造部及び階数 旧御凉亭：木造  地上 1階 

ｃ. 耐震安全性の分類 

「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による耐震安全性の分類は、次のとおりとする。 

1) 構造体      旧御凉亭：Ⅲ類 
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(3) 建設の条件 

     ａ. 予定工事費    旧御凉亭（令和 3年度）：約 13,000 千円(税込) 

   ｂ. 建設工期        旧御凉亭（令和 3年度）：４ヶ月 

(4) 工事種別 

      ・新築   ・増築    ・改築    ・移転  

      ・大規模な模様替え   ○・大規模な修繕  旧御凉亭（令和 3年度） 

                        ・濡縁修繕等 

      ・改修           

   ・収容(使用)人員、室別面積及び定員(別表－１)) 

(5) 設備計画 

   ・電気設備  (                         ) 

   ・機械設備  (                         ) 

   ・昇降機設備 (             ) 

・排水設備  (                         )  

(6) 設計与条件の資料 

設計与条件については、次の資料による。 

・令和２年度新宿御苑旧御凉亭改修工事調査業務報告書 

(7) 設計の条件等 

a. 建築物は「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律」（平成 22 年法律第

36 号）及び「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」（平成 22

年 10 月４日農林水産省、国土交通省告示第３号、変更 平成 29年６月 16日農林水

産省、国土交通省告示第１号）により「木造化」「木質化」の対象とする。 

b. 計画通知の確認済み証の交付は、契約期間内に受けるよう業務を遂行すること。 

c. 各種許可申請の許可通知書は、契約期間内に受けるよう業務を遂行すること。 

 

Ⅱ  業務仕様 

特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書(平成 21 年版)」

(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)（以下「共通仕様書」という。）による。 

 

１．管理技術者等の資格要件(共通仕様書第３章 10(2)) 

(1) 管理技術者の資格要件は次による。 

なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあ

っては当該法人に所属する者を配置しなければならない。また、建築士については、

建築士法第 22条の２の講習の課程を修了した者とする。 

     ・建築士法（昭和 25 年法律第 202 号。以下同じ。）に規定する一級建築士 

     ○・建築士法に規定する一級建築士又は二級建築士 

     ・建築士法に規定する建築設備士 
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(2) 設備設計担当者の資格要件は次による。 

     ○・建築士法に規定する建築設備士 

 

２．業務計画書(共通仕様書第３章５) 

業務着手時に、次の内容を記載した業務計画書(第５号様式)及び管理技術者等通知書(第

６号様式)を作成し、調査職員に提出する。 

なお、プロポーザル方式、総合評価落札方式等により本業務を受注した場合には、技術提案

書により提案された履行体制により当該業務を履行する。 

(1) 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、平成 21年４月

以降の同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況(第６号様式「別紙１」) 

(2) 担当技術者の氏名、生年月日、所属・担当分野、保有資格、実務経験年数、平成 21年

４月以降の同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況(第６号様式「別紙２」) 

(3) 業務の一部を再委託する場合は、協力事務所の商号(又は名称)、代表者名、住所、業務

内容、契約金額、協力を受ける理由及び具体的内容及び担当技術者氏名(第９号様式) 

(4) 建築、構造、電気、機械以外の分担業務を追加する場合も(2)、(3)による。 

(5) 設計方針の説明に関する資料(国土交通省告示第 15 号別添一第１項第一号イ及び第   

二号イに掲げる基本設計及び実施設計の方針) 

(6) 業務工程表(第４様式) 

 

３．設計業務の内容及び範囲(共通仕様書第２章) 

(1) 一般業務の範囲 

ａ．実施設計 

○・建築（意匠）実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く) 

○・建築（構造）実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く) 

・電気設備実施設計に関する標準業務  (設計意図の伝達業務を除く) 

・機械設備実施設計に関する標準業務  (設計意図の伝達業務を除く) 

・展示実施設計に関する標準業務        (設計意図の伝達業務を除く) 

・屋外整備実施設計に関する標準業務    (設計意図の伝達業務を除く) 

上記の業務内容の項目 

○・要求等の確認 
○・発注者の要求等の確認 

○・設計条件等の変更等の場合の協議 

○・ 法令上の諸条件の調査及

び関係機関との打合せ 

○・法令上の諸条件の調査 

○・計画通知に係る関係機関との打合せ 

○・実施設計方針の策定 

○・総合検討 

○・実施設計のための基本事項の確定 

○・実施設計方針の策定及び発注者への説明 
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○・実施設計図書の作成 
○・実施設計図書の作成 

○・計画通知図書の作成 

○・建築物調査 

○・概算工事費の検討 

○・実施設計内容の発注者への説明等 

 

ｂ. その他 

○・業務の履行に当たって、設計内容の説明等に用いる資料等の作成(簡易な透視図、日影

図及び各種技術資料を含む。) 

○・業務の対象となる工事の実施に当たり法令上必要となる、各種の申請に用いる      

資料の作成 

○・工事費概算書の作成 

(2) 追加業務(共通仕様書第２章(2)) 

○・積算業務 

○・建築積算業務(積算算出書(積算数量調書を含む)の作成、単価資料(代価表・別紙明細

を含む)の作成、見積の徴取、見積検討資料及び見積一覧表の作成) 

・電気設備積算業務 (積算算出書(積算数量調書を含む)の作成、単価資料(代価表・別紙

明細を含む)の作成、見積の徴取、見積検討資料及び見積一覧表の作成) 

・機械設備積算業務(積算算出書(積算数量調書を含む)の作成、単価資料(代価表・別紙

明細を含む)の作成、見積の徴取、見積検討資料及び見積一覧表の作成) 

・展示積算業務(積算算出書(積算数量調書を含む)の作成、単価資料(代価表・別紙明細

を含む)の作成、見積の徴取、見積検討資料及び見積一覧表の作成) 

・透視図作成（外観） 

［種類(カラー彩色)、判の大きさ(A3)、(１)面］ 

・透視図作成（内観） 

［種類(カラー彩色)、判の大きさ(A3)、(１)面］ 

・模型作成 

［縮尺(  )、ケースの有無(  )、材質(  )] 

○・建築基準法第 18 条第２項に基づく計画通知申請手続業務（なお、受注者の責に帰すべ

き事由により再申請・変更申請が生じた場合の手数料については、受注者の負担とす

る。） 

計画通知申請手数料    ○・含む 

・含まない 

○・建築基準法第 18 条第４項に基づく構造計算適合判定に係る手続業務（なお、受注者の
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責に帰すべき事由により再申請・変更申請が生じた場合の手数料については、受注者

の負担とする。） 

構造計算適合判定手数料  ○・含む 

・含まない 

○・市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務 

 （標識看板の作成、届出書等の作成及び申請手続き、電波障害予想図等添付図面の作

成） 

・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及びその申請手続業務 

○・リサイクル計画書の作成 

設計にあたって、建設副産物対策（発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底）に

ついて検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書と

して取りまとめを行う。 

○・概略工事工程表の作成 

・エネルギーの使用の合理化に関する法律第 73条第１項に規定する建築物の外観、窓等

を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備に係るエネルギーの効率的

な利用のための判断に係る業務 

・建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価に係る業務 

○・建築基準法に基づく許可申請手続業務(許可申請内容：          ) 

・都市計画法に基づく許可申請手続業務(許可申請内容：          ) 

・まちづくり条例に基づく手続業務 

・景観法による届出書の作成及び申請手続き業務(添付図面の作成含む。) 

・設計概要リーフレットの作成 

・コスト縮減検討中間報告書の作成 

基本設計時に、調査職員と協議し、次の事項について取りまとめを行う。 

①コスト縮減対策として有効なものとして採択した事項 

②今後の実施設計の中で具体的に検討のうえ採否を決めるべき事項 

○・コスト縮減検討報告書の作成 

実施設計時に、調査職員と協議し、次の事項について取りまとめを行う。 

①コスト縮減中間報告書に記載した事項の、実施設計段階での検討結果（コスト縮減

提案の最終採否） 

②その他、実施設計時にコスト縮減対策として採択した事項 

 

４．業務の実施 

(1) 一般事項 

ａ．実施設計業務は、提示された設計与条件、設計図書及び適用基準等に基づき行う。 

b．積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等に基づき行う。 

(2) 提出書類 
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本業務の実施に当たっては、別表の書類を各１部、遅滞なく提出すること。 

(3) 電子納品対象業務 

本業務は電子納品対象業務とする。 

電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品すること

をいう。 

なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途調査職員と協議するも

のとする。 

(4) 打合せ及び記録(共通仕様書第３章 14(2)) 

打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出すること。 

ａ. 業務着手時 

ｂ. 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時 

ｃ. その他(中間打合せ（1回）及び成果とりまとめ時) 

(5) 貸与資料等 

ａ．基本計画 

・基本計画 

ｂ．既存設計図書等 

○・既存建築設計図書一式 

・既存工作物設計図書一式 

ｃ．既存資料 

○・既存建築構造計算書一式 

ｄ．資料の貸与及び返却 

○・貸与資料 

（新宿御苑旧御凉亭修復保存等調査業務（その１）保存修理工事報告書） 
（令和２年度新宿御苑旧御凉亭修繕工事報告書） 
（令和２年度新宿御苑旧御凉亭改修工事調査業務報告書） 

貸与・返却場所               引渡・返却時期 

      （新宿御苑管理事務所）     （契約時・成果物納品時） 

(6) 請負代金額の変更（契約書第 27 条）等 

・建築設計業務を実施した結果の当該設計内容に基づき算出された延べ面積又は工事費

と、当初の設計業務等の請負代金額の積算の基とした延べ面積又は工事費との差によ

る業務人・時間数の変更は、原則として行わない。 

・本業務の契約変更を行う場合又は本業務と関連する業務（当該工事に係る工事監理業

務を含む）を本業務受注者と随意契約する場合の請負代金額の算定は、本業務の落札

率(当初契約額÷当初設計額)を変更対象となる業務価格又は関連業務の業務価格に乗

じた額で行うものとする。 

(7) 部分払（契約書第 36条の２） 

受注者は契約書の規定に基づき部分払を請求するときは、当該請求に係る既履行部分
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における成果品等の資料を整理し、検査を受けなければならない。 

(8) 指定部分の範囲（契約書第 37条） 

(                                                         ) 

(9) 国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則（契約書第 37条の３） 

・契約書第 37条の特則は適用しない。 

・本年度の前金払は行わないものとし、翌年度に本年度分と翌年度分の前金をあわせて

請求できるものとする。（契約書第 37条の３第２項） 

・本年度の前払金は、翌年度分の前払金を含めて請求することができる。（契約書第 37

条の３第３項） 

(10)保険等（契約書第 47条） 

受注者は、本業務を行うに際し、次の保険を付さなければならない。 

・労働者災害補償保険 

(11)成果物の提出場所：環境省自然環境局 新宿御苑管理事務所 

(12)成果物の取り扱いについて 

提出された原図及び CAD データについては、その写し又はその PDF データを入札に係る

資料として貸与若しくは公開に利用することがある。また、提出された CAD データにつ

いては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図の作成に使

用するなど、建築設計業務請負契約書第８条第１項の規定の範囲内で使用することがあ

る。 

(13)業務実績情報の登録について(共通仕様書第３章４(3)) 

請負金額 100 万円を超える業務については、業務完了後 10日（ただし、土、日曜及び

祝日等は除く）以内に、公共建築設計者情報システム（PUBDIS：パブディス）に「業

務カルテ」を登録する。 

なお、登録に先立ち、調査職員の確認を受けること。 

(14)再生資材の使用について 

工事において使用する資材は、再生資材を積極的に使用すること。 

(15)その他 

当業務で設計対象となった建物等がかし検査の対象となった場合は、協力等を要請する

ことがある。 

(16)適用基準等(共通仕様書第３章３(1)) 

  適用基準等は関係法令のほか、国土交通省等が制定する以下に掲げる技術基準等（国

土交通省ホームページ参照）を適用する。(特記なき場合は国土交通省が制定又は監修) 

受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合す

るよう業務を実施しなければならない。 

◎：官庁統一基準 

ａ．共通 

○・官庁施設の基本的性能基準                    （最新版） 
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○・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準◎          （最新版） 

○・官庁施設の総合耐震診断・改修基準                    （最新版） 

○・官庁施設の環境保全性基準◎             （最新版） 

○・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準     （最新版） 

○・建築設計業務等電子納品要領                        （最新版） 

○・官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】（最新版） 

○・建築物解体工事共通仕様書              （最新版） 

○・官庁施設の防犯に関する基準             （最新版） 

○・官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン  （最新版） 

○・公共建築工事積算基準◎               （最新版） 

○・公共建築工事積算基準等資料             （最新版） 

○・公共建築工事標準単価積算基準◎           （最新版） 

○・公共建築工事積算研究会参考歩掛り                    （最新版） 

 

ｂ．建  築 

○・建築工事設計図書作成基準              （最新版） 

○・建築工事設計図書作成基準の資料           （最新版） 

○・敷地調査共通仕様書                 （最新版） 

○・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）◎       （最新版） 

○・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）◎     （最新版） 

○・公共建築木造工事標準仕様書◎            （最新版） 

○・建築設計基準                    （最新版） 

○・建築設計基準の資料                 （最新版） 

○・建築構造設計基準                  （最新版） 

○・建築構造設計基準の資料               （最新版） 

○・建築工事標準詳細図                 （最新版） 

○・木造計画・設計基準                 （最新版） 

○・木造計画・設計基準の資料              （最新版） 

○・営繕工事積算チェックマニュアル(建築工事編)          （最新版） 

○・構内舗装・排水設計基準                            （最新版） 

○・表示・標識標準                                    （最新版） 

○・擁壁設計標準図                                    （最新版） 

○・建築改修設計基準                                  （最新版） 

○・建築鉄骨設計基準                                  （最新版） 

○・標準案内用図記号                                  （最新版） 

 

ｃ．建築積算 
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○・公共建築数量積算基準◎               （最新版） 

○・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）◎      （最新版） 

○・公共建築工事見積標準書式（建築工事編）◎       （最新版） 

 

ｄ．設  備 

○・建築設備計画基準                  （最新版） 

○・建築設備設計基準                  （最新版） 

○・建築設備工事設計図書作成基準            （最新版） 

○・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）◎     （最新版） 

○・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）◎     （最新版） 

○・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）◎    (最新版） 

○・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）◎     （最新版） 

○・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）◎     （最新版） 

○・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）◎    (最新版） 

○・雨水利用・排水再利用設備計画基準          （最新版） 

○・建築設備耐震設計・施工指針   （最新版）［一般財団法人日本建築センター］ 

○・建築設備設計計算書作成の手引  （最新版）［一般財団法人公共建築協会］ 

○・営繕工事積算チェックマニュアル(電気設備工事編)      （最新版） 

○・営繕工事積算チェックマニュアル(機械設備工事編)      （最新版） 

 

ｅ．設備積算                                      

○・公共建築設備数量積算基準※             （最新版） 

○・公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）◎     （最新版） 

○・公共建築工事見積標準書式（設備工事編）◎      （最新版） 

  



10 
 

５．成果物及び提出部数 

・印に○のついたものを提出すること。 

(1) 実施設計 

成果物 原図 複製版 製本形態等 

ａ．説明書 

○・実施設計説明書 

○・コスト縮減検討報告 

○・リサイクル計画 

・省エネ関係計算書 

○・概略工事工程表 

○・ 工事中における安全上の措

置等に関する計画 

○・重要事項説明書（建築士法第

24 条の 7） 

 

各１部 

 

（１）部 

○・Ａ３判 

○・ＤＶＤ－Ｒ 

（ＤＶＤ－Ｒ納品内容） 

・ イ ン デ ィ ッ ク ス ( Ｄ       

ＴＤ、ＸＭＬ形式) 

○・ＰＤＦデータ(ＲＥＰＯ

ＲＴフォルダに格納) 

○・元データ(ＲＥＰＯＲＴ/

ＯＲＧフォルダに格納) 

（国土交通省建築設計業等

電子納品要領、国土交通省

建築工事設計図書作成基準

による) 

ｂ．実施設計図 

1)建築(意匠) 

○・建築(意匠)図面 

図面目録 

建築工事特記仕様書 

内部・外部仕上表 

平面図 

東立面図 

西立面図 

南立面図 

北立面図 

断面図 

矩計図 

瓦葺替え計画図 

棟平面図 

露盤宝珠詳細図 

棟部修復図（大棟部) 

棟部修復図（隅棟部) 

棟部修復図（降り棟部) 

 

 

各１部 

 

 

（１）部 

・原図(Ａ１判) 

○・縮小原図 (Ａ３判) 

 紙ケース（三つ折り） 

○・ＤＶＤ－Ｒ 

 （ＤＶＤ－Ｒ納品内容） 

・インディックス(ＤＴＤ、

ＸＭＬ形式) 

○・ ＰＤＦデータ(ＲＥＰＯ

ＲＴフォルダに格納) 

○・元データ(ＲＥＰＯＲＴ/

ＯＲＧォルダに格納) 

（国土交通省建築設計業等

電子納品要領、国土交通省

建築工事設計図書作成基準

による) 
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化粧隅木修復図 

棟下地 

谷木修復図 

屋根野垂木修復図 

屋根化粧垂木修復図 

柱脚敷土台修復図 

柱頭敷土台修復図 

床詳細図 

床修復図 

木製建具配置図 

○・計画通知図書等 

 

 

 

 

 

 

上記と同じ 

2)建築（構造） 

○・建築(構造)図面   

構造関係共通事項 

使用構造材料一覧表 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造標準図 

外構平面図 

外構縦断・横断計画図 

外構縦断・横断施工図 

基礎・地盤説明書 

施工方法 

 

７等計画書 

○・構造計算概要書 

○・構造計算書 

○・計画通知図書等 

 

各１部 

 

 

 

 

 

 

 

 

各１部 

各１部 

各１部 

 

（１）部 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）部 

（１）部 

（１）部 

 

上記と同じ 

3)電気設備 

・共通図面 

図面目録 

電気設備工事特記仕様書 

電気設備配置図 

・電力設備 

電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備平面図 

・電気設備設計計算書 

・計画通知図書等 

・消防用設備等計画書  

 

各１部 

 

 

 

各１部 

 

各１部 

各１部 

各 1 部 

 

（ ）部 

 

 

 

（ ）部 

 

（ ）部 

（ ）部 

（ ）部 

 

・原図(Ａ１判) 

○・縮小原図 (Ａ３判) 

 紙ケース（三つ折り） 

○・ＤＶＤ－Ｒ 

 （ＤＶＤ－Ｒ納品内容） 

・インディックス(ＤＴＤ、

ＸＭＬ形式) 

○・ ＰＤＦデータ(ＲＥＰＯ

ＲＴフォルダに格納) 
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・エネルギーの使用の合理化に

関する法律による届出書 

各 1 部 

 

（ ）部 

 

○・ 元データ(ＲＥＰＯＲ 

Ｔ/ＯＲＧフォルダに格納) 

（国土交通省建築設計業等

電子納品要領、国土交通省

建築設備工事設計図書作成

基準による) 

上記と同じ 

 

4) 機械設備 

・共通図面 

図面目録 

機械設備特記仕様書 

・空気調和設備 

機器表 

空調設備配置図 

空調設備平面図 

換気設備平面図 

・給排水衛生設備 

機器表・器具表 

全体排水計画図 

建屋排水計画図 

建屋排水計画詳細図 

衛生設備配置図 

衛生設備平面図 

・計画通知図書等 

 

 

各 1 部 

 

 

各 1 部 

 

 

 

 

各 1 部 

 

 

 

 

 

 

各 1 部 

 

（ ）部 

 

 

（ ）部 

 

 

 

 

（ ）部 

 

 

 

 

 

 

（ ）部 

 

・原図(Ａ１判) 

○・縮小原図 (Ａ３判) 

 紙ケース（三つ折り） 

○・ＤＶＤ－Ｒ 

 （ＤＶＤ－Ｒ納品内容） 

・インディックス(ＤＴＤ、

ＸＭＬ形式) 

○・ＰＤＦデータ(ＲＥＰＯ

ＲＴフォルダに格納) 

○・ 元データ(ＲＥＰＯＲ 

Ｔ/ＯＲＧフォルダに格納) 

（国土交通省建築設計業等 

電子納品要領、国土交通省

建築設備工事設計図書作成 

基準による) 

上記と同じ 

 

5) 展示   

・意匠設計図 

図面目録 

特記仕様書 

工事区分表 

敷地案内図 

配置図 

面積表及び求積図 

仕上表 

平面図 

 

各 1 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原図(Ａ１判) 

・縮小原図 (Ａ３判) 

 紙ケース（三つ折り） 

・ＤＶＤ－Ｒ 

 （ＤＶＤ－Ｒ納品内容） 

・インディックス(Ｄ       

ＴＤ、ＸＭＬ形式) 

・ＰＤＦデータ(ＲＥＰＯＲ

Ｔフォルダに格納) 
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立面図 

断面図 

矩計図 

平面・断面・部分詳細図 

展開図 

天井伏図 

・展示装置、什器等の詳細図 

・情報伝達装置、造形等に関す

る詳細図 

・映像、音響等装置のシナリオ

の作成 

・展示設備電気配線図 

・展示照明設備図 

・計画通知書 

 

 

 

 

 

 

 

各 1 部 

各 1 部 

各 1 部 

 

各 1 部 

各 1 部 

各 1 部 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）部 

（ ）部 

（ ）部 

 

（ ）部 

（ ）部 

（ ）部 

・元データ(ＲＥＰＯＲＴ／

ＯＲＧフォルダに格納) 

（国土交通省建築設計業等 

電子納品要領、国土交通省

建築設備工事設計図書 

 

 

上記と同じ 

上記と同じ 

 

上記と同じ 

 

上記と同じ 

上記と同じ 

6) 積算関係資料 

○・工事費内訳明細書 

○・建築、電気設備、機械設備 

・展示 

○・内訳明細書データ 

○・建築、電気設備、機械設備 

・展示 

○・積算数量算出書 

○・建築、電気設備、機械設備 

・展示 

○・積算数量調書 

○・建築、電気設備、機械設備 

・展示 

○・複合単価作成資料 

○・建築、電気設備、機械設備 

・展示 

○・見積検討資料 

○・建築、電気設備、機械設備 

 

各 1 部 

各 1 部 

 

各 1 部 

各 1 部 

 

各 1 部 

各 1 部 

 

各 1 部 

各 1 部 

 

各 1 部 

各 1 部 

 

各 1 部 

各 1 部 

 

（１）部 

（１）部 

 

（１）部 

（１）部 

 

（１）部 

（１）部 

 

（１）部 

（１）部 

 

（１）部 

（１）部 

 

（１）部 

（１）部 

 

・Ａ４判 

・ＤＶＤ－Ｒ 

 

7)そ の 他 

・透視図 

 

 

 

各 1 部 

 

 

 

（ ）部 

 

 

 

種類(    )、判の大きさ

(    )、(   )面、額入り

カラー写真(  )部 
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・模型 

 

○・実施設計概要書 

・パンフレット 

・防災計画書 

・省エネルギー関係計算書 

○・リサイクル計画書 

・設計説明書 

○・概略工事工程表 

○・仮設検討図 

・保全に関する説明書 

一式 

 

各 1 部 

各 1 部 

各 1 部 

各 1 部 

各 1 部 

各 1 部 

各 1 部 

各 1 部 

各 1 部 

（ ）式 

 

（１）部 

（ ）部 

（ ）部 

（ ）部 

（１）部 

（ ）部 

（１）部 

（１）部 

（ ）部 

サイズ(    )、スタディ

用、スチレンボード 

Ａ４判 

Ａ４判 

8)資    料 

○・各種技術資料 

○・構造計算データ 

○・各記録書 

 

一式 

一式 

一式 

 

（１）部 

（１）部 

（１）部 

 

（注）：建築（構造）の成果物は、建築（総合）実施設計の成果物の中に含めることができる。 

：設計図は、適宜、追加してもよい。 

：成果物は、調査職員の指示により、製本とする。 

：文字ポイント等、統一的な事項に関しては調査職員の指示に従うこと。 

：成果物の電子データは、ＤＶＤ－Ｒ等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース

及びＤＶＤ－Ｒ等に必ずラベルにより付記して提出し、ファイル形式は、以下のとお

りとする。 

①資料ファイル 

資料ファイルのファイル形式についてはＰＤＦ形式とする。 

②図面ファイル 

ＣＡＤデータ交換フォーマットは原則としてＳＦＸ形式とし、１図面１ファイル

となるよう作成する。ただし､補足資料としてＣＡＤソフトがソフト内部で管理して

いる独自のデータ形式（オリジナル形式）も併せて納品するものとする。 

③オリジナルファイル 

オリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式については、受注者が決

定することができる。ただし、可能な限り汎用的なソフトを利用するよう努める。 

④上記①～③以外の電子データの仕様 

（ア）Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。 

（イ）使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。 

ｱ) 文章：Microsoft 社 Word（ファイル形式は「office2010（バージョン 14）」

以降で作成したもの。） 

ｲ) 計算表：表計算ソフト Microsoft 社 Excel（ファイル形式は「office2010（バ
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ージョン 14）」以降で作成したもの。） 

ｳ) プレゼンテーション資料：Microsoft 社 PowerPoint（ファイル形式は「of      

fice2010（バージョン 14）」以降で作成したもの。） 

ｴ) 画像：BMP 形式又は JPEG 形式 

（ウ）（イ）による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。 

 

(3) 設計原図の材質等 

ａ．設計原図の材質 

・トレーシングペーパー 

○・コピー用紙          

ｂ．設計原図の大きさ        ・Ａ１判  ・Ａ２判 ○・Ａ３判 

(4) 図面の形式等 

 a.図面の形式は次による。 

            表  紙 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          設計図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年度 
新宿御苑旧御凉亭修繕実施設計業務 

 
環境省自然環境局 新宿御苑管理事務所 

 

審査印 

設計者印 
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b.発注機関審査印及び設計者印の様式は次による。 

1) 発注機関審査印 

工事名称     工事年度 令和   年度 

工事場所     公園名称  

発注機関     

審査 所長 科長 専門官 担当者 設
計
者 

名称  

    資格者氏名  

登録番号  

所在地  

 

2) 設計者印 

工事名称    工事年度 令和   年度 

工事場所    図面名称 

縮尺 

 

発注機関    

公園名称    図面番号  

検印 管理建築士 設計 製図 設
計
者 

名称  

   資格者氏名  

登録番号  

所在地  

※設計者印の検印は、建築士法上必要な表示及び業務計画書に記載された管理技術者、各主任

担当技術者、担当者（協力事務所を含む。）の押印をすること。 

 

(5)その他 

成果物納入後に受注者側の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やか

に必要な措置を講ずること。 
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参考 

  

  平成 31 年３月 15 日現在の適用基準等の制定又は改定年度等 

特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。 

国土交通省ホームページ参照 

◎は、官庁営繕関係統一基準    [   ]は、発行所  

          

ａ．共  通                     （年 版 等） 

 官庁施設の基本的性能基準                  （平成 25 年版） 

 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準◎        （平成 25年版） 

 官庁施設の総合耐震診断・改修基準            （平成８年版） 

 官庁施設の環境保全基準◎            （平成 29 年版） 

 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準   （平成 18 年版） 

 公共建築工事積算基準◎             （平成 28 年版） 

 公共建築工事積算基準等資料           （平成 30 年版） 

 公共建築工事共通費積算基準◎          （平成 28 年版） 

 公共建築工事標準単価積算基準◎         （平成 30 年版） 

  公共建築工事積算研究会参考歩掛り                （平成 30年版） 

 建築物解体工事共通仕様書            （平成 24 年版） 

 官庁施設の防犯に関する基準           （平成 21 年版） 

 官庁施設の企画書及び企画書対応確認書の標準的書式（平成 27 年版） 

 官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン（平成 27 年版） 

 

ｂ．建  築 

 建築工事設計図書作成基準            （平成 28 年版） 

 建築工事設計図書作成基準の資料         （平成 28 年版） 

 敷地調査共通仕様書               （平成 27 年版） 

 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）◎     （平成 28 年版） 

 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）◎   （平成 28 年版） 

 公共建築木造工事標準仕様書◎          （平成 28 年版） 

 建築設計基準                  （平成 26 年版） 

 建築設計基準の資料               （平成 27 年版） 

 建築構造設計基準                （平成 30 年版） 

 建築構造設計基準の資料             （平成 30 年版） 

 建築工事標準詳細図               （平成 28 年版） 

  木造計画・設計基準               （平成 29 年版） 

 木造計画・設計基準の資料            （平成 29 年版） 
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構内舗装・排水設計基準                          （平成 27 年版） 

  構内舗装・排水設計基準の資料                    （平成 27年版） 

 

ｃ．建築積算 

 公共建築数量積算基準◎             （平成 29 年版） 

 公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）◎   （平成 30 年版） 

 公共建築工事見積標準書式（建築工事編）◎    （平成 30 年版） 

  営繕工事積算チェックマニュアル(建築工事編)      （平成 30年版） 

 

ｄ．設  備 

 建築設備計画基準                （平成 30 年版） 

 建築設備設計基準                （平成 30 年版） 

 建築設備工事設計図書作成基準          （平成 30 年版） 

 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）◎   （平成 28 年版） 

 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）◎   （平成 28 年版） 

 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）◎  (平成 28 年版） 

 

 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）◎   （平成 28 年版） 

 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）◎   （平成 28 年版） 

 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）◎  (平成 28 年版） 

 雨水利用・排水再利用設備計画基準        （平成 28 年版） 

  建築設備耐震設計・施工指針 （2014 年版） [一般財団法人日本建築センター] 

  建築設備設計計算書作成の手引（平成 27年版）[一般財団法人日本建築センター] 

 

ｅ．設備積算 

 公共建築設備数量積算基準※           （平成 29 年版） 

 公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）◎   （平成 30 年版） 

 公共建築工事見積標準書式（設備工事編）◎    （平成 30 年版） 

 営繕工事積算チェックマニュアル(電気設備工事編)  （平成 30年版） 

  営繕工事積算チェックマニュアル(機械設備工事編)  （平成 30年版） 

 

ｆ．その他 

 建築設計業務等電子納品要領               （平成 30年版) 

 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】（平成 30年版) 
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